
公立沖縄北部医療センター整備協議会
設置要綱等改正

令和６年３月28日協議会

公立沖縄北部医療センター整備協議会事務局

（沖縄県保健医療部医療政策課）

資料４

1. 公立沖縄北部医療センター整備協議会設置要綱等の一部改正

2. 新旧対照表（整備協議会設置要綱）

3. 新旧対照表（整備協議会幹事会運営要領）



⑴ 整備協議会の設置目的

公立沖縄北部医療センターの基本的枠組みの詳細その他公立沖縄北部医療センターの整備

に関して必要な事項について協議を行う。

⑵ 公立沖縄北部医療センター整備協議会設置要綱の改正（第７条及び別表関係）

令和６年４月１日から、保健医療部が保健医療介護部に組織改編されることから、

第５条、第７条本文及び別表の改正を行う。

⑶ 整備協議会幹事会運営要領の改正（第８条及び別表関係）

上記改正に併せて、公立沖縄北部医療センター整備協議会幹事会運営要領についても

第８条及び別表の改正を行う。

また、幹事のうち、医療企画統括監を医療介護統括監に修正する。

１ 公立沖縄北部医療センター整備協議会設置要綱等の一部改正
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現行改正後

第１条～第４条 （略）

（幹事会）

第５条 第１項～第３項 （略）

４ 幹事会に、幹事長を置き、幹事長には沖縄県保健医療

部長をもって充てる。

５ （略）

第６条 （略）

（庶務）

第７条 協議会の庶務は、沖縄県保健医療部医療政策課及び

沖縄県北部医療組合において処理する。

第８条 （略）

附 則

（新設）

別表第１（第３条関係）協議会構成員

第１条～第４条 （略）

（幹事会）

第５条 第１項～第３項 （略）

４ 幹事会に、幹事長を置き、幹事長には沖縄県保健医療

介護部長をもって充てる。

５ （略）

第６条 （略）

（庶務）

第７条 協議会の庶務は、沖縄県保健医療介護部医療政策課

及び沖縄県北部医療組合において処理する。

第８条 （略）

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。

別表第１（第３条関係）協議会構成員

２ 新旧対照表（整備協議会設置要綱）

役職構成団体及び職名No

委員沖縄県保健医療介護部長２

役職構成団体及び職名No

委員沖縄県保健医療部長２
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現行改正後

第１条～第７条 （略）

（庶務及び幹事会等に係る調整）

第８条 幹事会等の庶務は、沖縄県保健医療部医療政策課

及び沖縄県北部医療組合において処理する。

２ （略）

第９条 （略）

附 則

（新設）

別表第１(第２条関係）幹事

第１条～第７条 （略）

（庶務及び幹事会等に係る調整）

第８条 幹事会等の庶務は、沖縄県保健医療介護部医療政策

課及び沖縄県北部医療組合において処理する。

２ （略）

第９条 （略）

附 則

（施行期日）

この要領は、令和６年４月１日から施行する。

別表第１(第２条関係）幹事

３ 新旧対照表（整備協議会幹事会運営要領）

役職構成団体及び職名No

幹事長沖縄県保健医療介護部長１

幹事沖縄県保健医療介護部医療介護統括監２

役職構成団体及び職名No

幹事長沖縄県保健医療部長１

幹事沖縄県保健医療部医療企画統括監２
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